
●開催日時 ：2010年3月30日(火)  13時30分～16時00分（開場：13時15分）
●会場 ：日本スマートエナジーセミナールーム(〒105-0003 港区西新橋1-4-9 TAMビル3F)

●参加費 ：無料
●定員 ：40名
●講師 ：東京都排出総量削減義務制度対策研究会 参加企業より

（日本スマートエナジー、テス・エンジニアリング、フレクセス）

【講演概要】

【東京都排出総量削減義務制度対象事業者さま向け】

東京都排出総量削減義務制度対策セミナー

～今なら間に合う！罰則をうけないための必要な準備と方策について～

主催：東京都排出総量削減義務制度対策研究会 JSE-131

【講演プログラム】

15時45分より講演者との

名刺交換会・無料相談会開催！

株式会社日本スマートエナジー

温室効果ガス排出量を専門とする第三者審査機関。排出量取引に
関連するあらゆる制度や監査手法についての経験と知見があり、総
量削減義務と排出量取引制度（東京都）、国内クレジット制度（日本政
府） 、自主参加型排出量取引制度（環境省）において、登録審査機関
として認定を受けています。

オリックス株式会社
オリックスは、新エネルギー・省エネルギー分野のさまざまな環境技
術をお客さまごとに最適化して提供します。環境技術に加えて、ファイナ
ンスやメンテナンスなどの機能もふくめた総合的な提案のできる｢エコ
サービスインテグレーター｣を目指してまいります。

株式会社フレクセス
オリックス㈱、日本工営㈱の共同出資によって設立されたESCO事業
会社。産業系から業務用ビル、チェーンストア系まで幅広い分野で
ESCO事業を展開しています。

テス・エンジニアリング株式会社
省エネ・環境対策を専門とするエンジニアリング会社。事業所の省エ
ネ診断から施工・メンテナンスまで、ワンストップサービスを提供してい
ます。グリーン電力証書の発行事業者でもあるので、太陽光発電等の
再生可能エネルギーにも力を入れています。国内クレジット制度では、
ソフト支援事業者として経産省から委託を受けています。

東京都排出総量削減義務制度対策研究会とは
東京都の総量削減義務と排出量取引制度について、省エネに関するソリューション提供の専門家であるテス・エンジニアリング株式会社、オリックス
株式会社、株式会社フレクセスおよび温室効果ガス排出量の検証の専門家である株式会社日本スマートエナジーが集まり、09年12月16日に発足した
研究会。それぞれの専門の立場からの意見・情報交換や議論を通じて、同制度についての理解や知見の向上を図り、無料セミナーや相談会などを通
じて、義務対象者への情報提供や相談窓口となることを目的とした研究会。今後、学校、病院といった特定業種向けのセミナー開催も予定している。

・13:30~14:00 東京都制度への対応のポイント
・14:00~14:30 基準排出量検証の対応について
・14:30~15:00 トップレベル・準トップレベル認定の検証について
・15:00~15:30 都内中小クレジット等の算定ルール概要
・15:30~15:45 質疑応答
・15:45~16:00 名刺交換会・無料相談会

いよいよ本年4月より、東京都の「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」が開始され、大規模事業者に
該当する事業者は、まず今後5年間の第一計画期間における、CO2排出量の算定、第三者審査機関による検証、CO2
排出量の目標値までの削減といった義務への取り組みが始まります。
本セミナーでは、東京都制度のポイントについてご説明した上で、義務対象事業所が上半期に必ず実施する基準排
出量検証の対応のために必要な準備、義務を軽減しうるトップレベル・準トップレベル事業所認定の検証に必要な準備、
目標達成手段としての各種排出削減クレジットの算定ルール概要についてご紹介いたします。
【特 典】講演終了後、研究会参加講演会社との名刺交換会および無料相談会にご参加いただけます。
【対象者】東京都排出総量削減義務制度の対象事業者さま（都内の企業、大学、病院、自治体、ビル・マンション等管理
会社等）



 参加お申し込み 下記の申し込み欄にご記入の上、FAXもしくはHPよりお申し込み下さい。

株式会社日本スマートエナジーHP ⇒http://www.smart-energy.jp/jse-131.html

★参加証は発行いたしません。事務局よりE-mailもしくはお電話にてお申し込み

受付通知のご連絡をさせていただきます。

※定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。ご容赦ください。

◆お申し込み先

株式会社日本スマートエナジー 担当：森、長谷川

FAX    : 03-3581-9062E-mail : seminar@smart-energy.jp TEL   : 03-3591-3012（代表）

 参加申し込み書

ご記載いただきましたお客様の個人情報は、厳正な管理下で安全に保管し、当該セミナーに関する業務の処理および今後のセミナーのご案内
に利用させていただきます。また、当該セミナー講師以外の第三者へ情報を提供することはございません。
◆個人情報についてのお問い合わせ先：
〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-9 タムビルディング3F 株式会社日本スマートエナジー 電話03-3591-3012 info@smart-energy.jp

 参 加 費

申込日 月 日
2010年3月30日（火） 東京都排出総量削減義務制度対策セミナー

御社名

御住所
（ご連絡先）

〒

TEL
FAX

（ ）
（ ）

E-mail

御参加者
御芳名

フリガナ 所 属 部 署 ・ 役 職 名

HP申し込みフォーム http://www.smart-energy.jp/jse-131.html [セミナー情報] 

【東京都排出総量削減義務制度対象事業者さま向け】

東京都排出総量削減義務制度対策セミナー
～今なら間に合う！罰則をうけないための必要な準備と方策について～

無料

主催：東京都排出総量削減義務制度対策研究会 JSE-131


